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	　 　 (1)　事案の本質は、施主が「意匠を凝らした数寄屋棟(客間等)」と「広く快適な民家棟(LDK等)」からなる新築住宅の建築を目的として発注したところ、数寄屋棟は目的達成できたが、民家棟が通常有すべき出来
	　 　 　施工業者は、民家棟につき「石場建て伝統構法」ゆえ、ひび割れ等は当然と反論。
	　 　 (2)  請求内容から見れば、①施工業者側が追加変更工事代金2800万円を請求して提訴してきたのに対し、②当方(施主側)は、尺角とされていた大黒柱の太さが違っていたことから民家棟につき建替請求訴訟を提
	　 　 (3)　裁判所の和解勧試は「施主から業者に2000万円支払う」という内容であったが、900万円で和解成立。
	　 　 /
	　 　 (1)  非常に高額な請負代金であるにもかかわらず、仕上がりがひどい、という事案。
	　 　 (2)　依頼者の意向もあり、柱の太さが契約と異なることを理由に建替を請求したが、構造上の欠陥でなく、あくまでも意匠上の問題であった点で、瑕疵の重大性の主張・立証が難しかった。
	　 　 (3)  ひび割れ等について、業者側は、「無垢材の特性」「強い木ほど暴れる」「古民家の味わい・良さ」等と主張したが、施主が民家棟に求めていた「通常の新築住宅の快適さ」と違っており、設計・施工者が自らの
	　 　 　これらについては、一方で、見た目のひび割れのひどさを客観的に示すために、(写真だけではわかりにくいので)調査会社の池田忠安基建築士に依頼して、ＲＣ造クラック図示のような形で、各断面図で柱・梁等のひび
	　 　 　また、他方で、建築界における常識を示すために、セカンドオピニオンとして、①古民家再生の草分け的存在であるベテラン建築士(JIA所属)、②古民家再生も手がける気鋭の中堅の野村正樹建築士、③寺社建築の設
	　 　 (4)　業者側が裁判所鑑定を申請したため、鑑定事項や鑑定人選任方法につき激しい応酬がなされた結果、鑑定人は、ＪＩＡ等所属の構造設計一級建築士、鑑定事項は、①小屋束と梁の隙間と屋根の変形の点、②ひび割れ
	　 　 　鑑定結果は、①については概ね当方主張が認められた。②のひび割れについては、「通常とは言い難いが通常の程度を越えていると判断は出来ない」と玉虫色の結論だったが、原因については「十分な乾燥がなされていな
	　 　 (1)　最高裁平成１５年１０月１０日判決(柱の太さ事件)は、主観的瑕疵を正面から認めた最高裁判例であるが、瑕疵修補方法がどうなるかについては残された課題とされていた。
	　 　 　本件は、外形的には同種の欠陥(柱の太さの契約違反)について補修方法を問うた事件ではあったが、瑕疵の内実が意匠上の問題であり、最判の事案と全く異なるため、先例的価値は乏しいと言わざるを得ない。
	　 　 (2)  消費者事件における本人尋問の難しさを痛感させられた事件であった。
	　 　 (3)　裁判所の和解あっせん案を見たとき、裁判所の認識不足・理解不足を強く感じるが、他方で、（請求内容はさておき）言うべき事を主張し、立証を重ねれば、当事者間において和解に達する機運が生まれることも実
	　 　 　事案の実態と審理経過に照らした場合、勝訴的和解と呼んでもよいのではないか。

